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1184 島根県原⼦⼒安全顧問の⾃⼰申告状況について（平成２９
年度分）

島根県原⼦⼒安全顧問設置要領（以下「要領」という。）第５条第３項で定める島
根県原⼦⼒安全顧問に係る下記の⾃⼰申告状況について、要領第５条第４項に基づき
別紙のとおり公表します。
             記
（⾃⼰申告の内容）
１ 平成２９年度中における顧問個⼈の研究⼜はその所属する研究室等に対する
原⼦⼒事業者等からの寄附の状況
２ 平成２９年度中における顧問の所属する研究室等を卒業した学⽣の原⼦⼒事
業者等への就職状況

注）「原⼦⼒事業者等」とは、原⼦⼒に係る製錬、加⼯、貯蔵、再処理若しく
は廃棄の事業を⾏う者、原⼦炉を設置する者、外国原⼦⼒船を本邦の⽔域
に⽴ち⼊らせる者若しくは核原料物質若しくは核燃料物質の使⽤を⾏う者
⼜は原⼦炉メーカーであって、いずれも商業⽬的の施設に係る者に限る。

（参考）
今回公表する⾃⼰申告は、要領第５条第３項に関してのものであり、同条
第１項の、いわゆる顧問の⽋格事項についてのものではありません。
⽋格事項に関する⾃⼰申告については、顧問委嘱時（顧問の任期は２年。
再度委嘱する場合は委嘱の都度）及び第５条第１項の事由が発⽣した場合に、
顧問は知事に対して⾏うことになっています。
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